










































津市告示第５９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１５年安濃町告示第２２号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成２１年３月１８日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

 

１ 届出者 

  安濃区自治会 

  三重県津市安濃町安濃１４２７番地２ 

   代表者 佐 脇 要 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
小 林 正 美 

三重県津市安濃町安濃１４７０番地 

変更後 
佐 脇 要 

三重県津市安濃町安濃１７３番地２ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２１年２月２２日の定期総会において新

任され、平成２１年３月６日から就任することになったため。 

 







津市告示第６２号 

下記に係る国民健康保険被保険者証及び国民健康保険高齢受給者証は無効で

あることを告示する。 

  平成２１年３月２４日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

記 

 国民健康保険被保険者証 

記号番号 交付年月日 無効となった日 

３１１１９８１ 平成２０年１０月１日 平成２１年 ２月２７日 

０４８８３７９ 平成２０年１０月１日 平成２１年 ３月 ３日 

９１４４３４８ 平成２１年 ２月１日 平成２１年 ２月１９日 

９１０８０４６ 平成２０年１０月１日 平成２１年 ２月 ５日 

 

国民健康保険高齢受給者証 

記号番号 交付年月日 無効となった日 

０４８８３７９ 平成２０年１０月１日 平成２１年 ３月 ３日 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第６３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年芸濃町告示第６５号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

 平成２１年３月３０日 

 

                          津市長 松 田 直 久 

 

１ 届出者 

  忍田区自治会 

  三重県津市芸濃町忍田１８９番地３ 

   代表者 豊濱 幸生 

２ 変更に係る事項   

変
更
前 

豊濱 幸生 

津市芸濃町忍田２１４番地 

 

 

代表者の氏名 

及び住所 変
更
後 

豊濱 幸生 

津市芸濃町忍田２１４番地 

３ 変更理由及び年月日 

  平成２１年３月７日、定期総会において再任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第６４号 

 地方自治法第２４３条の３第１項及び津市財政公表条例第３条の規定により

平成２１年２月２８日現在の財政状況を次のとおり告示する。 

  平成２１年３月３１日 

 

                      津市長 松 田 直 久 

 

公表内容 

 

１ 会計別歳入歳出予算の執行状況 

２ 一般会計予算の収入及び目的別支出状況 

３ 市債の状況 

４ 基金の状況 

５ 市有財産の状況 

６ 人口・世帯数・面積の状況 

７ 市税の負担状況 

 



















津市告示第６５号 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第３項の規定により、平成２

１年度土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧の場所及び期間を次のと

おり定める。 

 平成２１年３月３１日 

 

                          津市長 松 田 直 久 

 

１ 縦覧場所 

縦覧場所 縦覧できる区域 

津市政策財務部資産税課 

久居総合支所内資産税課分室 
津市全域 

河芸総合支所市民福祉課 河芸総合支所管内の区域 

芸濃総合支所市民福祉課 芸濃総合支所管内の区域 

美里総合支所市民福祉課 美里総合支所管内の区域 

安濃総合支所市民福祉課 安濃総合支所管内の区域 

香良洲総合支所市民福祉課 香良洲総合支所管内の区域 

一志総合支所市民福祉課 一志総合支所管内の区域 

白山総合支所市民福祉課 白山総合支所管内の区域 

美杉総合支所市民福祉課 美杉総合支所管内の区域 

 

２ 縦覧期間 平成２１年４月１日から同年５月２９日まで 

       （但し、土日祝日を除く） 



津市告示第６６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規

定により、地縁による団体を認可し、同条第１０項の規定により次の

とおり告示する。 

  平成２１年３月３１日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

１  名称 

  大塚区自治会 

２ 規約に定める目的 

  本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、

良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。 

 ⑴  会員の相互扶助、親睦及び連絡調整に関すること。 

 ⑵  地域環境の保全及び生活環境の改善に関すること。 

 ⑶  保健及び福祉の増進に関すること。 

⑷ 文化の振興に関すること。 

⑸ 防災及び災害救援に関すること。 

⑹ 地域安全に関すること。 

⑺ 集会施設等保有財産の管理に関すること。 

⑻ 慣行祭祀に関すること。 

⑼ 前各号に掲げるもののほか、良好な地域社会の維持及び形成に 

資するために必要な活動に関すること。 

３ 区域 

  本会の区域は、安濃町大塚字久保６５４番地から６９９番地、字 

下川原９８番地から１１８番地１、字長谷地１７８番地５から１９ 

７番地及び７００番地１から７２８番地、字垣内２０５番地２から 

３６４番地４、字向山３６５番地１から５０５番地及び７２９番地 

から７７０番地、字西山５０６番地１から６０３番地、字追上６０ 

４番地から６１５番地、字川原６１６番地から６５３番地を区域と 

する。但し、字垣内２４１番地、字向山４４７番地２、４４５番地 

１、４５３番地３、４８８番地１、４８８番地２、字西山５７０番 

地４、５７０番地５、５７０番地８、５７０番地１０、５７０番地 

 



１４は除く。 

４ 事務所 

  三重県津市安濃町大塚５３９番地９ 

５ 代表者の氏名及び住所 

  倉  田  富  雄  

  三重県津市安濃町大塚３４２番地 

６  裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の

選任の有無 

  なし 

７ 代理人の有無 

  なし 

８ 規約に定める解散の理由 

  本会は、地方自治法第２６０条の２０第２号、第３号、第４号及

び第５号の規定により解散する。 

  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の

承諾を得なければならない。 

９ 認可年月日 

  平成２１年３月３１日 



津市告示第６７号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定により、平

成２１年３月２７日に市議会の議決を経た予算の要領を次のとおり公表する。 

  平成２１年３月３１日 

 

津市長 松 田 直 久 

 

平成２１年３月２７日に議決を経た予算 

平成２０年度津市一般会計補正予算（第６号） 

平成２０年度津市一般会計補正予算（第７号） 

平成２０年度津市モーターボート競走事業特別会計補正予算（第２号） 

平成２０年度津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

平成２０年度津市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

平成２０年度津市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

平成２０年度津市老人保健医療事業特別会計補正予算（第２号） 

平成２０年度津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

平成２０年度津市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

平成２０年度津市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

平成２０年度津市土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 

平成２０年度津市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

平成２０年度津市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第３号） 

平成２１年度津市一般会計予算 

平成２１年度津市モーターボート競走事業特別会計予算 

平成２１年度津市国民健康保険事業特別会計予算 

平成２１年度津市介護保険事業特別会計予算 

平成２１年度津市老人保健医療事業特別会計予算 

平成２１年度津市後期高齢者医療事業特別会計予算 

平成２１年度津市風力発電事業特別会計予算 

平成２１年度津市簡易水道事業特別会計予算 

平成２１年度津市農業集落排水事業特別会計予算 

平成２１年度津市土地区画整理事業特別会計予算 

平成２１年度津市下水道事業特別会計予算 

平成２１年度津市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 



平成２１年度津市椋本財産区特別会計予算 







































































































































































津市公告第３５号 
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。 
  平成２１年３月１８日 
 

津市長 松 田 直 久   
 

１ 抑留日  平成２１年３月１２日 
２ 抑留期間 平成２１年３月１９日まで 
番号 捕獲した 

場所 
種類 
 

毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 
 

 

津市 
白塚町 

Ｌ・レトリバー 茶 
 

オス 大 ９１日

以上 
鎖の首輪 

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課 
         電話 ０５９－２２９－３２８２ 
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課 
         電話 ０５９－２２３－５１９２ 
 
 
 



津市公告第３６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告します。 

  平成２１年３月２４日 

 

                        津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成２１年３月６日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市藤方字内浜田１２６９－１ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市藤方１３４０－１ 

  松尾 清末 

   



津市公告第３７号 
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。 
  平成２１年３月３４日 
 

津市長 松 田 直 久   
 

１ 抑留日  平成２１年３月１９日 
２ 抑留期間 平成２１年３月２７日まで 
番号 捕獲した 

場所 
種類 
 

毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 
 

 

津市 
一志町波瀬 

雑種 茶 
 

オス 中 ９１日

以上 
青い首輪 

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課 
         電話 ０５９－２２９－３２８２ 
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課 
         電話 ０５９－２２３－５１９２ 
 
 
 



 

 

津市公告第３８号 

 津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第１５条第２項第２号の

規定により、次のとおり指定工事店の効力を停止したので、同条例第１７条第

１項第２号の規定により公告します。 

 平成２１年３月２７日 

 

                      津市長 松  田 直  久  

  

 効力を停止した工事店 

 

工 事 店 名 所  在  地 停 止 期 間 

有限会社 出忠管工業 津市栗真中山町１１１番地

２ 

平成21年3月27日から 

平成21年5月10日まで 

株式会社 小澤建設 

 

津市観音寺５５０番地４１ 平成21年3月27日から 

平成21年4月25日まで 

 



津市公告第３９号 
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。 
  平成２１年３月３０日 
 

津市長 松 田 直 久   
 

１ 抑留日  平成２１年３月２４日 
２ 抑留期間 平成２１年３月３１日まで 
番号 捕獲した 

場所 
種類 
 

毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 
 

 

津市 
河芸町千里ヶ丘 

雑種 白 
 

メス 中 ９１日

以上 
後足負傷 

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課 
         電話 ０５９－２２９－３２８２ 
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課 
         電話 ０５９－２２３－５１９２ 
 
 
 



津市公告第４０号 
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。 
  平成２１年３月３０日 
 

津市長 松 田 直 久   
 

１ 抑留日  平成２１年３月２６日 
２ 抑留期間 平成２１年４月２日まで 
番号 捕獲した 

場所 
種類 
 

毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 
 

 

津市 
白山町南家城 

雑種 茶 
 

メス 中 ９１日

以上 
青い首輪 

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課 
         電話 ０５９－２２９－３２８２ 
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課 
         電話 ０５９－２２３－５１９２ 
 
 
 



津市公告第４１号 
 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第１

項の規定により津市農業振興地域整備計画を別冊のとおり変更し、農業振興地

域の整備に関する法律第１３条第４項において準用する同法第１１条第２項の

規定により提出された意見書の要旨及び当該意見書の処理の結果を別紙のとお

り公告します。 
なお、別冊及び別紙は省略し、津市農林水産部農林水産政策課に備え置いて

縦覧に供します。 
  平成２１年３月３１日 
 

津市長 松 田 直 久   

 









 津市立幼稚園則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  平成２１年３月３１日 
  

津市教育委員会委員長 中 西 智 子 
 
津市教育委員会規則第４号 
   津市立幼稚園則の一部を改正する規則 
 津市立幼稚園則（平成１８年津市教育委員会規則第１５号）の一部を次のよ

うに改正する。 
 第３条第７号、第８号及び第１９号中「４学級」を「３学級」に改め、同条

第２１号中「３学級」を「４学級」に改め、同条第２３号及び第２７号中「４

学級」を「３学級」に改め、同条第３０号中「２学級」を「３学級」に改め、

同条第３４号中「３学級」を「４学級」に改め、同条第３６号中「５学級」を

「４学級」に改め、同条第３７号中「１学級」を「２学級」に改め、同条第４

１号中「６学級」を「７学級」に改める。 
   附 則 
 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 



津市教育委員会告示第３号 
 教育委員会を次のとおり招集する。 
  平成２１年３月２３日 
 
 
        津市教育委員会 
                        委員長 中 西 智 子 
 
 
１ 招集の日時 平成２１年３月２４日（火）午後４時から 
２ 招集の場所 津図書館視聴覚室 
３ 会議の事件  
（１）津市教育委員会公印規則の一部の改正について 
（２）津市立幼稚園則の一部の改正について 
（３）津市立学校の管理に関する規則の一部の改正について 
（４）平成２１年度学校教育推進計画について 
（５）教育委員会の点検・評価について 
 
 



津市選挙管理委員会告示第２３号 

土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）第６条第１項の規定により、

雲出揚溝土地改良区総代会総代選挙の総選挙を次のとおり定めたので、同条第

３項及び第４項の規定により告示する。 
  平成２１年３月１６日 

 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 大 橋 達 郎 

 

 

１ 選挙期日       平成２１年３月２３日 
 
２ 投票の時間      午前９時００分から午後５時００分 
 
３ 選挙すべき総代の数  第１選挙区   ２人 
             第２選挙区   ５人 
             第３選挙区   ３人 
             第４選挙区  １０人 

             第５選挙区   ４人 

             第６選挙区   ４人 

             第７選挙区   ２人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







津市選挙管理委員会告示第２６号 
 平成２１年３月２３日執行の雲出揚溝土地改良区総代会総代選挙における選

挙長の行う告示は、次の掲示場に掲示してこれを行う。 

  平成２１年３月１６日 

 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 大 橋 達 郎 

 

 

掲示場    第１選挙区  津市雲出出張所 
         第２選挙区  津市雲出出張所 
         第３選挙区  津市雲出出張所 
         第４選挙区  津市雲出出張所 
         第５選挙区  津市雲出出張所 
         第６選挙区  津市雲出出張所 
         第７選挙区  津市雲出出張所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市選挙管理委員会告示第２７号 
 平成２１年３月２３日執行の雲出揚溝土地改良区総代会総代選挙において次

の者が当選人となったので土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）第

２１条第２項の規定により告示する。 
  平成２１年３月２５日 
 
                      津市選挙管理委員会 
                      委員長 大 橋 達 郎 
 

記 
 
別紙のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第１選挙区 

 

 

第５選挙区 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名 住 所 

太田 泰弘 津市雲出島貫町 1025 番地 

梶田 昭廣 津市雲出島貫町 1213 番地 

 

第２選挙区 

稲田 春久 津市雲出島貫町 463 番地 

尾﨑 忠正 津市雲出島貫町 496 番地 

尾﨑 正美 津市雲出島貫町 506 番地 

尾﨑 正幸 津市雲出島貫町 489 番地 4 

溝口 俊秀 津市雲出島貫町 531 番地 1 

 

第３選挙区 

鈴木 俊吾 津市高茶屋一丁目 18 番 11 号 

世古 郁雄 津市高茶屋一丁目 12 番 19 号 

的場 賢 津市雲出島貫町 55 番地 7 

 

第４選挙区 

奥山 昭良 津市雲出本郷町 1077 番地 3 

北川 幸治 津市雲出本郷町 1184 番地 3 

郡山 光春 津市雲出本郷町 1272 番地 

五家 政治 津市雲出本郷町 1234 番地 1 

増田 年秋 津市雲出本郷町 1281 番地 1 

山本 優 津市雲出本郷町 371 番地 

和田 康由 津市雲出本郷町 1315 番地 

川北 美進 津市香良洲町 323 番地 

倉田 一幸 津市香良洲町 25 番地 3 

藤川 正幸 津市香良洲町 470 番地 

氏 名 住 所 

奥山 正夫 津市雲出長常町 808 番地 

木﨑 豊 津市雲出長常町 778 番地 

鎌田 芳明 津市雲出長常町 1065 番地 1 

宮﨑 修 津市雲出長常町 826 番地 

 

第６選挙区 

白藤 佐市 津市雲出本郷町 1805 番地 7 

勝谷 誠 津市雲出長常町 1049 番地 

中西 昇 津市雲出長常町 659 番地 1 

脇田 実 津市雲出長常町 1006 番地 

 

第７選挙区 

和田 茂 津市雲出伊倉津町 88 番地 2 

和田 米正 津市雲出伊倉津町 1844 番地 1 

 



津市選挙管理委員会告示第２８号 
 平成２１年３月２３日執行の雲出揚溝土地改良区総代会総代選挙において次

の者に当選証書を付与したので土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）

第２２条第２項の規定により告示する。 
  平成２１年３月２５日 
 
                      津市選挙管理委員会 
                      委員長 大 橋 達 郎 
 

記 
 
別紙のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第１選挙区 

 

 

第５選挙区 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名 住 所 

太田 泰弘 津市雲出島貫町 1025 番地 

梶田 昭廣 津市雲出島貫町 1213 番地 

 

第２選挙区 

稲田 春久 津市雲出島貫町 463 番地 

尾﨑 忠正 津市雲出島貫町 496 番地 

尾﨑 正美 津市雲出島貫町 506 番地 

尾﨑 正幸 津市雲出島貫町 489 番地 4 

溝口 俊秀 津市雲出島貫町 531 番地 1 

 

第３選挙区 

鈴木 俊吾 津市高茶屋一丁目 18 番 11 号 

世古 郁雄 津市高茶屋一丁目 12 番 19 号 

的場 賢 津市雲出島貫町 55 番地 7 

 

第４選挙区 

奥山 昭良 津市雲出本郷町 1077 番地 3 

北川 幸治 津市雲出本郷町 1184 番地 3 

郡山 光春 津市雲出本郷町 1272 番地 

五家 政治 津市雲出本郷町 1234 番地 1 

増田 年秋 津市雲出本郷町 1281 番地 1 

山本 優 津市雲出本郷町 371 番地 

和田 康由 津市雲出本郷町 1315 番地 

川北 美進 津市香良洲町 323 番地 

倉田 一幸 津市香良洲町 25 番地 3 

藤川 正幸 津市香良洲町 470 番地 

氏 名 住 所 

奥山 正夫 津市雲出長常町 808 番地 

木﨑 豊 津市雲出長常町 778 番地 

鎌田 芳明 津市雲出長常町 1065 番地 1 

宮﨑 修 津市雲出長常町 826 番地 

 

第６選挙区 

白藤 佐市 津市雲出本郷町 1805 番地 7 

勝谷 誠 津市雲出長常町 1049 番地 

中西 昇 津市雲出長常町 659 番地 1 

脇田 実 津市雲出長常町 1006 番地 

 

第７選挙区 

和田 茂 津市雲出伊倉津町 88 番地 2 

和田 米正 津市雲出伊倉津町 1844 番地 1 

 



津市選挙管理委員会告示第２９号 
 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１４条第１項に規

定する各選挙区における津市農業委員会委員の選挙権を有する者の２分の１の

数は、次のとおりであるので同条第５項の規定により告示する。 
  平成２１年３月３１日 
 
                      津市選挙管理委員会 
                      委員長 大 橋 達 郎 
 
第 １ 選 挙 区         ６２９人 

 第 ２ 選 挙 区         ５２３人 
 第 ３ 選 挙 区         ３８８人 
 第 ４ 選 挙 区         ９９３人 
 第 ５ 選 挙 区         ４２１人 
 第 ６ 選 挙 区         ５０１人 
 第 ７ 選 挙 区         ４５３人 
 第 ８ 選 挙 区         ６８８人 
 第 ９ 選 挙 区         ４４１人 
 第１０選挙区         ５１５人 
 第１１選挙区         ５３２人 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 津市水道事業会計規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

  平成２１年３月３１日 

 

                津市水道事業管理者 平 井 秀 次  

 

津市水道事業管理規程第１号 

   津市水道事業会計規程の一部を改正する規程 

 津市水道事業会計規程（平成１８年津市水道事業管理規程第８号）の一部を

次のように改正する。 

「 第３節 たな卸                                   

第４章の２ たな 

（第７８条―第８２条） 

卸資産以外の物品（第８２条の２―第８２条の５）」 

 第１条の次に次の１条を加える。 

 （定義） 

第１条の２ この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

 ⑴ 主管課長 津市水道局分課規程（平成１８年津市水道事業管理規程第１

号。以下「分課規程」という。）第３条第１項に規定する課長、同条第４

項の規定により準用する津市事務分掌規則（平成１８年津市規則第６号）

第４条第６項第１号に規定する担当副参事及び分課規程第３条第３項に規

定する場長をいう。 

 ⑵ 公共料金一括払い 電気料金、ガス料金、水道料金及び電気通信役務に

関する料金を公共料金支払管理システムにより一括して支払うことをいう。 

 第６条の次に次の２条を加える。 

（企業出納員等の領収印） 

第６条の２ 企業出納員及び現金取扱員（以下「企業出納員等」という。）の

領収印は、別記様式による領収印を使用しなければならない。 

（領収印の取扱い、保管等） 

第６条の３ 企業出納員等の領収印の取扱い、保管等については、津市水道局

公印規程（平成１８年津市水道事業管理規程第７号）の規定を準用する。こ

の場合において、同規程中「公印」とあるのは、「領収印」と読み替えるも

のとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、現金取扱員に係る領収印の保管については、営

業課長が行うものとする。 

目次中「 第３節 たな卸（第７８条―第８２条）」を 

に改める。  



第７条中「企業出納員及び現金取扱員（以下「企業出納員等」という。）」

を「企業出納員等」に改める。 

第９条中「収納取扱金融機関」の次に「（以下「出納取扱金融機関等」とい

う。）」を加える。 

第１８条を次のように改める。 

第１８条 削除 

第２５条第３項中「毎日、現金取扱員の」を「第５条第８号に規定する保管

転換を行った現金以外の現金について、毎日、」に改め、同項を同条第５項と

し、同条第２項の次に次の２項を加える。 

３ 第５条第８号に規定する保管転換を受けた現金取扱員は、毎月の現金の保

管状況を企業出納員に報告し、企業出納員はこれを確認しなければならない。 

４ 第５条第８号に規定する保管転換を受けた現金取扱員は、年度末又はその

理由の消滅した日から５日以内に企業出納員に現金を返還しなければならな

い。 

第２９条を次のように改める。 

第２９条 削除 

 第３０条第１項中「営業課長」を「主管課長」に、「水道総務課長」を「振

替伝票を発行し、当該書類を添えて企業出納員」に改め、同条第２項を削る。 

 第３１条中「営業課長」を「主管課長」に改める。 

 第３２条の見出しを「（納入の通知等）」に改め、同条第１項中「営業課長」 

を「主管課長」に、「納入通知書」を「納入通知書兼領収書」に改め、同条第

２項及び第３項中「納入通知書」を「納入通知書兼領収書」に改め、同条中第

５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ 納入の通知を必要としない収入については、納付書兼領収書により納付す

ることができる。 

 第３４条第１項中「出納取扱金融機関」を「出納取扱金融機関等」に改め、

「のうちに、」の次に「払込書により」を加える。 

 第３９条中「営業課長」を「主管課長」に改める。 

 第４０条第１項を次のように改める。 

主管課長は、収入の未納金で不納欠損となるものがあるときは、当該債権

に係る未納金の金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した調書を作成し、

管理者の決裁を受けなければならない。 

 第４１条第２項中「及び振替伝票」を削り、「受け、」を「受けた後、振替

伝票及び支払伝票を発行し」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、公共料金一括払いについては、主管課長に代わり水道総務課長が



行うことができる。 

 第４２条第１項及び第２項中「及び請求書等」を「、支払伝票、請求書等」

に改める。 

 第４３条中「支出のうち金銭の支払を伴うものについては、支出負担回議書

に基づいて支払伝票を発行し」を「前条第１項の規定により審査が完了した支

出のうち金銭の支払を伴うものについては」に改める。 

 第４８条に次の１項を加える。 

２ 資金前渡の限度額は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 常時の費用に係るものは、１月以内の予定金額 

 ⑵ 随時の費用に係るものは、所要の予定金額 

 第５２条中第３項を第４項とし、同条第２項中「前項」を「前２項」に改め、

同項を同条第３項とし、同条第１項中「資金前渡、」を削り、同項を同条第２

項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

 資金前渡を受けた者は、その支払用務が終わった後速やかに精算書及び振

替伝票を作成し、領収書その他証拠書類及び残金がある場合には、その残金

を添えて次に掲げる期日までに企業出納員に提出しなければならない。 

 ⑴ 常時の費用 翌月７日 

⑵ 随時の費用 支払完了後７日 

⑶ 支払の必要がなくなったもの 事実の発生後７日 

⑷ ３月３１日において残金があるとき ３月３１日 

第５５条及び第５６条を次のように改める。 

第５５条及び第５６条 削除 

 第５９条第１項中第６号を第９号とし、第５号を第８号とし、第４号の次に

次の３号を加える。 

⑸ 預り香良洲水道料金 

⑹ 担保預り金 

⑺ 還付預り金 

第６８条第１項中「水道総務課長」の次に「又は水道総務課長が指定する者」 

を加え、「するものとする」を「し、検収調書を作成しなければならない」に

改め、同条第２項中「検収の後、」を削り、「検収調書を発行し」を「前項の

検収調書により」に改める。 

 第７１条第２項を次のように改める。 

２ 企業出納員は、たな卸資産を払い出したときは、庫出伝票（振替伝票）を

作成し、貯蔵品受払簿に記載しなければならない。 

 第７２条第２項を次のように改める。 



２ 企業出納員は、たな卸資産を受け入れたときは、庫入伝票（振替伝票）を

作成し、貯蔵品受払簿に記載しなければならない。 

 第７８条中「貯蔵品出納簿」を「貯蔵品受払簿」に改める。 

第８２条中「振替伝票」を「庫出伝票（振替伝票）又は庫入伝票（振替伝

票）」に改める。 

第４章の次に次の１章を加える。 

第４章の２ たな卸資産以外の物品 

 （直購入） 

第８２条の２ 主管課長は、第６３条第１項各号に規定する以外の物品又は同 

 項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの（以下「たな卸

資産以外の物品」という。）を購入するときは、管理者の決裁を経て、直接

当該科目の支出として購入することができる。 

 （たな卸資産以外の物品の検収） 

第８２条の３ たな卸資産以外の物品を購入したときは、主管課長又は主管課

長が指定する者（以下「検収員」という。）が検収し、検収調書を作成しな

ければならない。 

 （物品の管理） 

第８２条の４ 主管課長は、たな卸資産以外の物品を適正に管理しなければな

らない。 

 （不用物品の処分） 

第８２条の５ 主管課長は、たな卸資産以外の物品のうち不用となり、又は使

用に耐えなくなったものがあるときは、第７６条の規定に準じて処分しなけ

ればならない。 

 第８５条中「水道総務課長」を「主管課長」に改める。 

 第８９条の次に次の１条を加える。 

 （車両運搬具等の検収） 

第８９条の２ 車両運搬具並びに有形固定資産に属する工具、器具及び備品を

購入したとき、又は修繕をしたときは、検収員が検収し、検収調書を作成し

なければならない。 

第９３条第１項中「することができる」を「しなければならない」に改める。 

附則の次に次の様式を加える。 

 

 

 

 





附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 津市水道局事務専決規程の一部を改正する規程をここに公布する。 
  平成２１年３月３１日 
 

津市水道事業管理者 平 井 秀 次 
 
津市水道事業管理規程第２号 
   津市水道局事務専決規程の一部を改正する規程 
 津市水道局事務専決規程（平成１８年津市水道事業管理規程第５号）の一部

を次のように改正する。 
 第５条第１項中「ところによる」の次に「ものとする」を加え、同条第２項

及び第３項を削り、同条第４項中「前３項」を「前項」に改め、「平成１８年

津市訓令第４号」の次に「。以下「規程」という。」を加え、同項に後段とし

て次のように加え、同項を同条第２項とする。 
この場合において、規程別表第１中「副市長」とあり、又は「部長」とあ 

るのは「水道事業管理者」（担当理事が置かれる場合にあっては、「副市長」

とあるのは「水道事業管理者」と、「部長」とあるのは「担当理事」）と読 

み替えるものとする。 

 別表第１から別表第３までを次のように改める。 
 

 



別表第１（第５条関係） 

共通専決事項（決裁区分欄の表示は、別表第２及び別表第３に掲げる専決事項を除

き、専決処理することができる職の区分を示す。) 
決裁区分 専決事項 

課長（所長） 次長 

１ 次に掲げる事項の支出負担行為及

び執行に関すること。ただし、法

令、契約等により単価が設定されて

いるもの又は別途承認済みのものに

係る支出負担行為及び執行は、課長

（所長）の専決事項とする。 

  

(１) 報酬 ○  

(２) 法定福利費 ○  

(３) 賃金 ○  

(４) 報償費 10万円未満 
のもの 

10万円以上 
20万円未満 
のもの 

(５) 旅費 ○  

(６) 被服費 100万円未満 
のもの 

100万円以上 
300万円未満 
のもの 

(７) 備消耗品費 100万円未満 
のもの 

100万円以上 
300万円未満 
のもの 

(８) 燃料費 100万円未満 
のもの 

100万円以上 
300万円未満 
のもの 

(９) 光熱水費 ○  

(10) 印刷製本費 100万円未満 
のもの 

100万円以上 
300万円未満 
のもの 

 

(11) 通信運搬費 ○  

(12) 委託料    

ア 工事又は製造の請負に係る調 

査、測量、設計等の委託料 

1,000万円未満 
のもの 

1,000万円以上 
9,000万円未満 
のもの 



イ その他の委託料 100万円未満 
のもの 

100万円以上 
300万円未満 
のもの 

(13) 手数料 ○  
(14) 賃借料 100万円未満 

のもの 

100万円以上 
300万円未満 
のもの 

(15) 修繕費 100万円未満 
のもの 

100万円以上 
300万円未満 
のもの 

(16) 動力費 ○  

(17) 路面復旧費 100万円未満 
のもの 

100万円以上 
300万円未満 
のもの 

(18) 薬品費 100万円未満 
のもの 

100万円以上 
300万円未満 
のもの 

(19) 研修費 100万円未満 
のもの 

100万円以上 
300万円未満 
のもの 

(20) 食糧費 3万円未満 
のもの 

3万円以上 
のもの 

(21) 工事請負費 

 （前金払及び部分払に関すること

を含む。） 

1,000 万円未満の
もの 

1,000万円以上 
9,000万円未満 
のもの 

(22) 補助交付金  100万円未満 
のもの 

100万円以上 
300万円未満 
のもの 

(23) 材料費 100万円未満 
のもの 

100万円以上 
300万円未満 
のもの 

(24) 量水器取替補修費 100万円未満 
のもの 

100万円以上 
300万円未満 
のもの 

(25) 保険料 ○          



 

 

(26) 負担金 100万円未満 
のもの 

100万円以上 
300万円未満 
のもの 

(27) 補償費 100万円未満 
のもの 

100万円以上 
500万円未満 
のもの 

(28) 受水費 100万円未満 
のもの 

100万円以上 
300万円未満 
のもの 

(29) 公課費 ○  

(30) 雑費 100万円未満 
のもの 

100万円以上 
300万円未満 
のもの 

(31) 企業債利息 

 （既定償還計画に基づくものは、 

課長（所長）上限なし。） 

50万円未満 
のもの 

50万円以上 
100万円未満 
のもの 

(32) 借入金利息 

 （既定償還計画に基づくものは、 

課長（所長）上限なし。） 

50万円未満 
のもの 

50万円以上 
100万円未満 
のもの 

 

(33) その他雑支出 100万円未満 
のもの 

100万円以上 
300万円未満 
のもの 

(34) 固定資産購入費   
ア 土地、立木、建物、構築物  50万円未満 

のもの 
イ 機械及び装置、車両運搬具、 

工具、器具及び備品 

100万円未満 
のもの 

100万円以上 
300万円未満 
のもの 

(35) 企業債償還金 

（既定償還計画に基づくものは、 

課長（所長）上限なし。） 

50万円未満 
のもの 

50万円以上 
100万円未満 
のもの 

 

(36) 一時借入金償還金 

（既定償還計画に基づくものは、 

課長（所長）上限なし。） 

50万円未満 
のもの 

50万円以上 
100万円未満 
のもの 



２ 過誤納金の還付に伴う支出命令に

関すること。 

○  

３ 預り金等の収入及び支出命令に関

すること。 

○  

備考 表中の金額は、１契約単位の契約時等における予定価格又は執行時における予

定金額を示す。 



別表第２（第５条関係） 

個別専決事項（決裁区分欄の表示は、専決処理することができる職の区分を示す。） 
決裁区分  専決事項 

担当主幹 課長 次長 

１ 水道事業等に関する企画及び

調整に関すること。 

 軽易なも

の 

やや重要

なもの 

２ 身分証明書等の交付に関する

こと。 

○   

３ 職務に専念する義務の免除（

規程別表第１の共通専決事項を

除く。）及び営利企業等の従事

許可に関すること。 

 ○  

４ 職員（臨時的任用職員及び非

常勤職員を含む。）の給与等の

支出に関すること。 

 ○  

５ 退職手当等の支給に関するこ

と。 

 ○  

６ 職員に係る手当等の支給認定

に関すること。 

 ○  

７ 所得税、市町村民税等の源泉

徴収に関すること。 

○   

８ 三重県市町村職員共済組合に 

対する届出の処理に関すること。

 ○  

９ 職員の健康管理に関すること。  ○  

10 職員に対する被服等の貸与に 

関すること。 

○   

11 職員の公務災害補償等に関す

ること。 

 ○  

12 消費税及び地方消費税の中間

申告に係る納税に関すること( 

別途承認済みのものに限る。）。

 ○  

水道総務課 

13 財務会計システムに関するこ

と。 

 軽易なも

の 

やや重要

なもの 

 14 財産の損害保険に関すること。  ○  

 
15 登記事務の指導助言に関する

こと。 

 ○  



 
16 庁舎の管理に関すること。  ○  

17 車両の管理に関すること。  ○  

18 車両の整備に関すること。 ○   

19 物品の不用決定に関すること

（購入価格の金額による。）。 

 50 万円 

未満 

のもの 

50 万円 

以上 

200 万円 

未満 

のもの 

20 不用品の処分に関すること。  ○  

21 津市水道局建設工事等入札参 

加資格審査委員会に関すること。

  ○ 

22 工事又は製造その他について

の請負における入札保証金の納

付及び減免に関すること（予定

価格の金額による。）。 

 1 億

5,000 万

円未満の

もの 

 

23 工事又は製造その他について

の請負における落札者の決定及

び再入札の執行に関すること（

予定価格の金額による。）。 

 1 億

5,000 万

円未満の

もの 

 

24 工事又は製造その他について

の請負に係る契約並びに契約保

証金の納付及び減免に関するこ 

と（予定価格の金額による。）。

 1億

5,000 万

円未満の

もの 

 

 

25 工事又は製造その他について

の請負の期間の延長に関するこ 

と（予定価格の金額による。）。 

 1 億

5,000 万

円未満の

もの 

 

１ 営業の企画に関すること。  軽易なも

の 

やや重要

なもの 

２ 水道料金等の相談に関するこ

と。 

 軽易なも

の 

やや重要

なもの 

３ 料金システムに関すること。  軽易なも

の 

やや重要

なもの 

営業課 

４ 水道料金等の過誤納金の還付 

に伴う未収金充当に関すること。

 ○  





 

 
16 応急給水に関すること。  軽易なも

の 

やや重要

なもの 

１ 利水の調整に関すること。  軽易なも

の 

やや重要

なもの 

２ 水道資料に係る施設の管理に

関すること。 

 ○  

３ 津市水道水源保護審議会の庶

務に関すること。 

 ○  

４ 施設勤務者の保安教育に関す

ること。 

 ○  

５ 交代制勤務者の勤務割に関す

ること。 

 ○  

浄水課 

６ 各浄水施設、ポンプ場及び配

水場の施設の維持管理に関する

こと。 

 ○  



別表第３（第５条関係） 

個別専決事項（決裁区分欄の表示は、専決処理することができる職の区分を示す｡) 

決裁区分 区分 専決事項 

所長 次長 

１ 水道料金等の相談に関するこ

と。 

軽易なも

の 

やや重要

なもの 

２ 給水工事の施工の立会及び検

査に関すること。 

○  

３ 濁水の放水の決定に関するこ

と。 

○  

４ 給水装置の開閉栓に関するこ

と。 

○  

５ 配水調整に関すること。 軽易なも

の 

やや重要

なもの 

６ 急を要する工事のための一部

区域の断水決定に関すること。 

○  

７ 給配水管等の維持管理に関す

ること。 

○  

水道事業所 

８ 各浄水施設、ポンプ場及び配

水場の施設の維持管理に関する

こと。 

○  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表第４及び別表第５を削る。  
   附 則  
この規程は、平成２１年４月１日から施行する。  









津市水道局告示第９号 

 津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道局

指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第１０

条第１号の規定により告示する。 

  平成２１年３月３１日 

 

津市水道事業管理者 平 井 秀 次 

 

名称 所在地 指定年月日 

辻岡工業 松阪市嬉野黒野町１４４番地 平成２１年３月１８日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


